
　商品の販売やサービスの提供、資産の貸付け等を行った場合は、その

取引に対して消費税が課税されます。

　消費税を納める義務のある者（納税義務者）は、次のとおりです。

人格のない社団等とは、法人
でない社団又は財団で代表者
又は管理人の定めがあるもの
をいいます。

「課税資産の譲渡等」とは、
資産の譲渡等のうち、非課税
とされる資産の譲渡等以外の
ものをいいます。

納税義務者は誰か？
この章では、「納税義務者」及び「納税義務の判定」など

について説明します。

1. 納税義務者

5

注1

注4

国内取引の場合

課税資産の譲渡等（注1）（注2）
を行う事業者

課税貨物（注3）を保税地域から
引き取る者

■納税義務者

ポイント

◎国内で課税資産の譲渡等を行った事業者は、
　納税義務者になります。

◎外国貨物を保税地域から引き取る者は、事業者以外でも
　納税義務者になります。

　事業者は、国内において行っ

た課税資産の譲渡等について、

消費税を納める義務があります。

　輸入者は、引き取る課税貨物

について消費税を納める義務が

あります。

　輸入取引の場合、事業者に限

らず、消費者である個人が外国

貨物を輸入する場合も納税義務

者になります。

　国、地方公共団体、公共法人、公益法人、人格のない社団等（注4）の
ほか、非居住者及び外国法人でも、国内において課税資産の譲渡等や輸
入取引を行う限り、消費税の納税義務者になります。
　なお、国又は地方公共団体が一般会計に係る業務として事務を行う場
合には、消費税の申告義務はありません。

も っ と く わ し く

 国や各種法人の納税義務は……

輸入取引の場合

（　　 　　）（　　 　　）
特定資産の譲渡等（参照→
P45）を除きます。

注2

「課税貨物」とは、保税地域
から引き取られる外国貨物の
うち、非課税とされるもの以
外のものをいいます。

注3
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　その課税期間の基準期間における課税売上高（注5）が1,000万円以
下の事業者は、その課税期間における課税資産の譲渡等について、
納税義務が免除されます。この事業者を「免税事業者」といいます。
　免税事業者は、課税資産の譲渡等を行っても、その課税期間は
消費税が課税されないことになり、課税仕入れ及び課税貨物に係
る消費税額の控除もできません。
※　その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下
であっても、特定期間（注6）における課税売上高が1,000万円を超
えた場合は、当該課税期間から課税事業者となります。なお、
特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給
与等支払額の合計額によることもできます。（注7）

※　基準期間において免税事業者であった場合には、その基準期間
の課税売上高には消費税が含まれていませんので、この場合、当
該課税売上高について税抜きの処理をせず、基準期間における
1,000万円の判定を行うこととなります。

※　その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下
であっても、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合に
は、納税義務は免除されません。適格請求書等保存方式（イン
ボイス制度）については、P69をご参照ください。



●基準期間の課税売上高が1,000万円以下となったとき……
　基準期間における課税売上高が1,000万円以下となった事業者は、「消費税の納税義務者
でなくなった旨の届出書」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
　なお、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合には、提出する必要はありません。
適格請求書等保存方式（インボイス制度）については、P69をご参照ください。

●基準期間の課税売上高が1,000万円を超えたとき……
　基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた事業
者は、「消費税課税事業者届出書（基準期間用）」を速やかに
納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
●特定期間の課税売上高が1,000万円を超えたとき……
　基準期間における課税売上高が1,000万円以下である事
業者が、特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた
場合（課税売上高に代えて給与等支払額の合計額により判
定した場合も含みます。）には、「消費税課税事業者届出書
（特定期間用）」を速やかに納税地の所轄税務署長に提出
する必要があります。



　基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、「消費税課税事
業者選択届出書」を提出することにより、課税事業者となることができます。

　免税事業者が、適格請求書発行事業者の登録を受けた場合には、登録を受けた日
から課税事業者となる経過措置が設けられています。この場合、消費税課税事業者
選択届出書の提出は不要です。詳しくは、P76をご参照ください。

■課税事業者を選択しますか？

●課税事業者になることを選択するとき……
　免税事業者は、「消費税課税事業者選択届出書」を提出することに
より課税事業者になることができます。この制度の適用を受けるには、
その適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、「消費税課
税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があり
ます。（注11）（災害時等の特例については、P61参照）

●課税事業者を選択していた事業者が選択をやめようとするとき……
　課税事業者を選択していた方が免税事業者に戻ろうとするときは、
免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日までに、「消費税課
税事業者選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要
があります。（災害時等の特例については、P61参照）
　なお、適格請求書発行事業者の登録を受けている場合には、その取
消しを受けようとする課税期間の初日から起算して15日前の日までに
「適格請求書発行事業者の登録の取消しを求める旨の届出書」も提出
する必要があります。
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どおり



単位につき、課税仕入れ等の
支払対価の額（税抜き）が

は、当該自己建設高額特定資産の建設等に要した課税仕入れ等の
支払対価の額（課税事業者であった課税期間で、かつ、簡易課税
制度の適用を受けない課税期間における原材料費及び経費に係る
ものに限り、消費税に相当する額を除きます。）の累計額が1,000万
円以上となった日の属する課税期間の翌課税期間から、当該建設等
が完了した日の属する課税期間の初日以後3年を経過する日の属す
る課税期間までの各課税期間は納税義務が免除されません｡（注20）



は



（注23）

（注24）

（注25）

注23

注24

注25


